
最

高

裁

規

則

」

「

第
八
条
第
一
項
の
表
中

千
万
円
を
超
え
五
千

万
円
以
下

十
五
万
七
千
二
百
円
に
千
万
円
を
超
え
る
部
分
が
十
万
円

に
達
す
る
ご
と
に
千
円
を
加
算
し
た
額

五
千
万
円
を
超
え
一

億
円
以
下

五
十
五
万
七
千
二
百
円
に
五
千
万
円
を
超
え
る
部
分
が
十

万
円
に
達
す
る
ご
と
に
八
百
円
を
加
算
し
た
額

一
億
円
を
超
え
三
億

円
以
下

九
十
五
万
七
千
二
百
円
に
一
億
円
を
超
え
る
部
分
が
百
万

円
に
達
す
る
ご
と
に
五
千
円
を
加
算
し
た
額

三
億
円
を
超
え
十
億

円
以
下

百
九
十
五
万
七
千
二
百
円
に
三
億
円
を
超
え
る
部
分
が
百

万
円
に
達
す
る
ご
と
に
三
千
円
を
加
算
し
た
額

十
億
円
を
超
え
る
も

の

四
百
五
万
七
千
二
百
円
に
十
億
円
を
超
え
る
部
分
が
五
百

万
円
に
達
す
る
ご
と
に
一
万
円
を
加
算
し
た
額

を

「
十
億
円
を
超
え
る
も

の

百
五
十
万
七
千
二
百
円
に
十
億
円
を
超
え
る
部
分
が
千
万

円
に
達
す
る
ご
と
に
千
五
百
円
を
加
算
し
た
額

」
に
改
め
る
。

五
億
円
を
超
え
十
億

円
以
下

百
二
十
五
万
七
千
二
百
円
に
五
億
円
を
超
え
る
部
分
が
百

万
円
に
達
す
る
ご
と
に
五
百
円
を
加
算
し
た
額

三
億
円
を
超
え
五
億

円
以
下

百
五
万
七
千
二
百
円
に
三
億
円
を
超
え
る
部
分
が
百
万
円

に
達
す
る
ご
と
に
千
円
を
加
算
し
た
額

一
億
円
を
超
え
三
億

円
以
下

六
十
五
万
七
千
二
百
円
に
一
億
円
を
超
え
る
部
分
が
百
万

円
に
達
す
る
ご
と
に
二
千
円
を
加
算
し
た
額

五
千
万
円
を
超
え
一

億
円
以
下

四
十
五
万
七
千
二
百
円
に
五
千
万
円
を
超
え
る
部
分
が
十

万
円
に
達
す
る
ご
と
に
四
百
円
を
加
算
し
た
額

三
千
万
円
を
超
え
五

千
万
円
以
下

三
十
三
万
七
千
二
百
円
に
三
千
万
円
を
超
え
る
部
分
が
十

万
円
に
達
す
る
ご
と
に
六
百
円
を
加
算
し
た
額

千
万
円
を
超
え
三
千

万
円
以
下

十
五
万
七
千
二
百
円
に
千
万
円
を
超
え
る
部
分
が
十
万
円

に
達
す
る
ご
と
に
九
百
円
を
加
算
し
た
額

省

令

八

主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

の
容
器
包
装
（
飲
料
又
は

し
ょ
う
ゆ
を
充
て
ん
す
る
た

め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ

タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
を
除

く
。）に
係
る
物

一

一
の
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

圧
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食

品
用
ト
レ
イ
の
み
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ

タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
が
混
入
し
て
い
な
い
こ
と
。

四

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ふ
た
以
外
の
ふ
た
が
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食
品
用
ト
レ
イ
の
み
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
洗
浄
さ
れ
、
乾
燥
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

平成˜˜年�月˜œ日 火曜日 第™�›�号官 報
〇
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号

執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
一
年
六
月
十
五
日

最
高
裁
判
所

執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
三
万
円
」
を
「
三
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
完
了
し
て
い
な
い
現
況
の
調
査
の
手
数
料
及
び
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
売
却
の
実
施

の
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

最
高
裁
判
所
長
官

山
口

繁

六

主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
包
装
（
別
表

第
一
の
七
の
項
に
掲
げ
る
商
品
の
容
器
を
除
く
。）

容
器
包
装
の
う
ち
、
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

も
の
（
別
表
第
一
の
七
の
項
に
掲
げ
る
商
品
の
容
器

を
除
く
。）に
係
る
分
別
基
準
適
合
物

別
表
第
二
特
定
分
別
基
準
適
合
物
の
欄
及
び
別
表
第
三

特
定
分
別
基
準
適
合
物
の
欄
中
「
第
四
条
第
四
号
」を「
第

四
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
１
及
び
様
式
第
２
中
「第

４
条
第
１
項

」を「第
４
条
第
１
号

」
に
、「第

４
条
第
２
項

」
を
「第

４
条
第
２

号

」
に
、「第

４
条
第
３
項

」
を「第

４
条
第
３
号

」に
、「第

４
条
第
４
項

」
を
「第

４
条
第
５
号

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
に
係
る
特
定
容
器
分
別
基

準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
に
係
る
特
定
容
器
分

別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
省
令
（
平
成
八

年
厚

生

省

通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
特
定
分
別
基
準
適
合
物
の
欄
中「
第
四
条
第
四
号
」

を
「
第
四
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

〇
厚
生
省
令
第
六
十
五
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第

六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
十
一
年
六
月
十
五
日

厚
生
大
臣

宮
下

創
平

容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
関
す
る
省
令
（
平
成
七
年
厚
生
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。第

二
条
の
表
の
五
の
項
中
「
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
」
に

改
め
、
同
項
中
「
四

圧
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。」を
削
り
、
同
項
を
同
表
の
七
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

〇
大

蔵

省
、
厚

生

省
、

農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省

令
第
二
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
に
係

る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
一
年
六
月
十
五
日

大
蔵
大
臣

宮
澤

喜
一

厚
生
大
臣

宮
下

創
平

農
林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

通
商
産
業
大
臣

与
謝
野

馨

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大

蔵

省
、
厚

農
林
水
産
省
、
通

生

省
、

商
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
中「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
容
器
包
装
に
係
る
物
」

の
下
に
「
、
主
と
し
て
段
ボ
ー
ル
製
の
容
器
包
装
に
係
る

物
」
を
、「
も
の
」
の
下
に
「
及
び
主
と
し
て
段
ボ
ー
ル
製

の
も
の
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

主
と
し
て
紙
製
の
容
器
包
装
（
主
と
し
て
段
ボ
ー

ル
製
の
容
器
包
装
及
び
別
表
第
一
の
五
の
項
に
掲
げ

る
商
品
の
容
器
を
除
く
。）
容
器
包
装
の
う
ち
、
主

と
し
て
紙
製
の
も
の
（
主
と
し
て
段
ボ
ー
ル
製
の
容

器
包
装
及
び
別
表
第
一
の
五
の
項
に
掲
げ
る
商
品
の

容
器
を
除
く
。）に
係
る
分
別
基
準
適
合
物

第
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

™


